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作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏　　　　　　　　　名 電　　　話　　　番　　　号

石川県金沢市鞍月4丁目115番地 金沢
ジーサイドビル住所

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿
記名押印又は署名

どっと建設株式会社

平成 年 日

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。
郵便番号( -

電話番号(

円

0.02

365,125

（①を除いた合計） 一般拠出金率
一般拠出金額

（②×③）

合　　　計 114,194,000 21,655

21,655
千円 1000分の

433

平成19年３月31日
以前のもの

①

平成24年４月１日
以降のもの 23 19

19

21

7.5

37 その他の建設事業

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの 24

平成24年４月１日
以降のもの 21

平成24年３月31日
以前のもの 24

平成24年３月31日
以前のもの 22その他のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの 21

9

14

平成24年４月１日
以降のもの 38 7.5

36
機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

組立て又は取付け
に関するもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの 40
平成24年３月31日
以前のもの 40 9

14

平成24年４月１日
以降のもの 22 15

38 既設建築物設備工事業

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの 21
平成24年３月31日
以前のもの 22 14

14

平成24年４月１日
以降のもの 26,694,000 21 5,605 13 72,865

35 建築事業

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの 21
平成24年３月31日
以前のもの 21 13

15

23

平成24年４月１日
以降のもの 23 17

10 116,100

34 鉄道又は軌道新設事業

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの

平成24年３月31日
以前のもの 24 18

23

64,500,000 18 11,610

平成24年３月31日
以前のもの 19

14

48,000

33 舗装工事業

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの 20

32 道路新設事業

11
平成24年４月１日
以降のもの

21

平成24年４月１日
以降のもの 15,000,000 20 3,000 16
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平成24年３月31日
以前のもの 21 15

21平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの

118
平成24年３月31日
以前のもの 19

千円 1000分の 1000分の

103

保険料率
保  険  料  額

基準料率 ﾒﾘｯﾄ料率

31
水力発電施設、
ずい道等新設事業

平成19年４月１日以降
平成21年３月１日以前のもの

円
19

円

平成24年４月１日
以降のもの 8,000,000 18 1,440 89 128,160

業種
番号 事 業 の 種 類 事業開始時期 請  負  金  額

労務
費率 賃  金  総  額

労 働 保 険 番 号

労働保険等
この３部は確定保険料申告書の際
に記載し、 正 、 副を提出する。平成 25 年度一括有期事業総括表　（建設の事業） 正

一括有期事業報告書 1 枚添付
府  県 所掌 管  轄 基  幹  番  号 枝  番  号


